
広報よしかわ2023.617

広
　告

広
　告

　6月4日から10日は､｢歯と口の健康週間｣です｡
この週間は､歯と口の健康に関する正しい知識を普
及啓発するとともに､歯科疾患の予防に関する適切
な習慣の定着を図り､併せてその早期発見及び早期
治療等を徹底することにより､歯の寿命を延ばし､
もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的
としています｡
　今年の標語は｢手に入れよう 長生きチケット 歯
みがきで｣です｡
　歯と口腔には､人が健康で活力ある生活を送るた
めの多くの機能があります｡｢食べること｣と発話･表
情などを通した｢コミュニケーション｣は､人が生き
ていくための基本的な機能であり､個人の生きがい
や生涯にわたる生活の質（QOL）に深く関わります｡
　ご存じのように､歯を失う原因の大部分は､むし
歯と歯周病です｡高齢化社会を迎え､健やかで心豊

かな活力ある生活を送れるよう､この2大疾患を確
実に予防することが重要です｡｢歯と口の健康週間｣
をとおして､今一度､歯や口腔に関心をもって､現在
ある歯を1本も失わずにすむように､歯科疾患の予
防に関する適切な習慣の定着を図り､生涯自分の歯
で健やかな毎日を過ごせる健康長寿を目指していた
だければと思います｡
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8024よい歯のコンクール出場者募集
　当コンクールは､歯の健康な高齢者を表彰するこ
とで､すべての人々に活力ある人生を送ってもらい
たいという願いを込めて実施するものです｡
表彰内容（対象）：①市長表彰（80歳以上で自分の歯
が24本以上ある健康な方）②歯科医師会長表彰（80
歳で自分の歯が20本以上ある健康な方）③特別表彰

（90歳以上で自分の歯が20本以上ある健康な方）
※①②は過去に当コンクールで表彰された方を除く｡
応募方法：所定の用紙（健康増進課で配布）に必要事
項を記入し､推薦する歯科医師の検診を受け､7月
28日金までに直接､健康増進課へ｡

今年度41歳になる女性の方へ
　乳がんクーポン（無料）を送付し
ました｡乳がんは日本の女性にお
けるがん死亡の上位です｡
　この機会に､乳がん検診を受け
ましょう｡

 健康相談（会場は美南子育て支援センター）
乳幼児健康相談
日時：7月28日金午前10時～10時40分､20分間隔
で予約を受け付けています｡
※駐車スペースがないため､自家用車での来場が必要な方
は8月の保健センターでの乳幼児相談をご利用ください｡

※健康診査（4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月）および7カ月
児教室については､市ホームページをご確認ください｡

 無料口腔衛生相談（要予約）
6月の当番医（吉川歯科医師会）
◦戸張歯科クリニック☎982･0202
◦よしかわ歯科クリニック☎981･6521

 献血情報　越谷レイクタウン献血ルーム
受付時間
【成分献血】午前9時45分～午後4時30分
【400･200ml献血】午前9時45分～午後5時30分
問合せ：☎987･3737

保健センターからのお知らせ

手に入れよう 長生きチケット 歯みがきで

保健ガイド このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982・9803、9804 981･3881
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～出会いを大切に 語り継がれる信頼～

相談種類 日時 場所 問合せ
法律 毎週金午後1時20分～4時20分（要予約）

市民参加推進課
市民参加推進課☎982･9458

税務 6月5日月､7月3日月午後1時30分～4時（要予約）
行政書士 6月1日木､7月6日木午後1時30分～3時30分（要予約）

行政 6月8日木午後1時30分～3時30分（要予約）
人権 6月20日火午後1時30分～4時

女性総合 6月12日月･26日月午後1時～4時（要予約） おあしす
納税（夜間） 6月9日金･23日金午後5時～8時 収納課☎982･5113

年金 毎週水午前9時～午後4時（午後0時15分から1時除く）国保年金課☎982･5117

子どもと家庭
毎週火午前9時30分～11時30分 児童館

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

毎週月～金午前9時～午後5時 子育て支援課

ひとり親家庭
毎月第3水午前9時30分～11時30分 児童館
毎週月～金午前9時～午後5時（上記開催時除く） 子育て支援課

育児 毎週月～金午前9時～午後4時
第一保育所☎ 982･0259
第二保育所☎982･5300 982･5647
子育て支援センター☎984･6377 984･6378

教育 毎週月～金午前9時～午後5時 少年センター☎981･3864 981･3863

学校生活
（さわやか相談）

毎週月～金午前10時30分～午後4時30分

東中☎982･0055 982･0258
南中☎981･8749 982･1469
中央中☎983･2668 982･0236
吉川中☎940･5887 984･7340

こころ
障がい

毎週月～金午前9時～午後6時 障がい者相談支援センターすずらん
※相談員不在時は転送電話対応 ☎981･8510 999･6854

高齢者
毎週月～金午前8時30分～午後5時（予約優先）
※地域包括支援センターにより対応時間が異なる

第1包括☎984･4766 981･8719
第2包括☎981･5811 981･1144
第3包括☎981･7158 984･6366

DV
毎週月～金午前9時～午後5時
※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう

配偶者暴力相談支援センター（市民参加推進課）
☎982･5968

消費生活
毎週月火木金午前10時～午後3時受け付け

（正午から午後1時除く）
消費生活センター（商工課） ☎982･9697
消費者ホットライン☎188

就職活動 毎月第1･第3水午後1時～4時受け付け（予約優先）
商工課☎982･9697
メール相談は右記QRコードから

こころとくらし
の安心相談

毎週月～金午前10時～午後4時（要予約） 地域福祉課☎982･9548

各種相談
掲載期間：6月1日～7月7日
相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

○それぞれ専門の相談員が対応します｡
○場合により変更または中止となることがあります｡
○上段の表でファクスの記載がない場合､ 981･5392になります｡
○その他､県の相談業務は右記QRコードからご覧いただけます｡


